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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊維軸方向に対して垂直に切断した単糸の断面形状が、開口部を有する２個の円形が少な
くとも１点で連結した形状を呈する異形断面繊維であって、２個の円形の開口部が閉塞す
ることなく連結されており、断面形状における任意の２点を結ぶ最大長が最大径を有する
円形の直径の１．１倍以上であり、かつ最大長が５～１００μｍ、２個の円形ともに開口
角度が３０～１４０°であり、単糸繊度が１．０～７．０dtexである異形断面繊維を含有
するメークアップ化粧料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料に含有させることが好適な異形断面繊維に関するものであり、単糸の
断面形状が開口部を有する２個の円形が連結した形状を呈することにより、光の拡散、反
射作用に優れ、異物感のない滑らかな使用感を有する化粧料を得ることができる異形断面
繊維に関するものである。
【０００２】
　また、本発明は、このような本発明の異形断面繊維を含有するメークアップ化粧料に関
するものである。
【背景技術】
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【０００３】
　従来、ファンデーション等のメークアップ化粧料には、化粧効果を高めたり、滑らかな
使用感を与えるために繊維が配合されている。特許文献１には、横断面に凹みのある異形
断面繊維を分散されてなる化粧料が提案されている。
【０００４】
　特許文献１記載の異形断面繊維を使用することで、化粧料塗布時の繊維の不要な転がり
を防止でき、繊維の凹みに化粧料が入り込むために繊維と塗布面との密着性を向上させる
ことができ、塗布後の仕上がりの美しさを向上させることができるものである。
【０００５】
　また、ファンデーションにおいては、しみ等の皮膚の好ましくない部分を隠蔽し、見た
めに美しく見えるようにするために、隠蔽製の高い粉体の開発が望まれ、微粒子二酸化チ
タンなどの素材が開発されてきた。その一方で、このような高隠蔽性による素肌感の喪失
が次の開発すべき課題として挙げられている。
【０００６】
　特許文献１記載の異形断面繊維においては、化粧料中に繊維を均一に分散させ、化粧料
塗布時の繊維と化粧料、塗布面との密着性を向上させることはできたが、自然な素肌感を
与えることは困難であった。
【０００７】
　特許文献２には、井型断面形状の異形断面繊維を含有させた化粧料が提案されている。
特許文献２記載の化粧料によると、井型断面繊維と特定の化合物の粒子を含有させること
によって、塗布部位に照射された光を拡散、反射させる効果に優れ、光照射部位の明るさ
を高めることができ、生き生きとした表情感、若々しさの印象を高めることができるもの
である。
【０００８】
　しかしながら、特許文献２記載の化粧料では、井型断面形状の異形断面繊維を使用して
いるため、繊維に直線部分が多く、肌に塗布した場合に異物感が生じ、滑らかな使用感が
得られるものではなかった。
【０００９】
　また、マスカラ等の化粧料にもまつ毛を長く見せるロングラッシュ効果やまつ毛をボリ
ュームアップさせる効果を得るために繊維が含有されている。このような化粧料において
も滑らかな使用感、塗布後のつや感とボリューム感、仕上がりの美しさが求められている
が、全ての要求を満たすものは得られていなかった。
【特許文献１】特開２００４－１０７２３７号公報
【特許文献２】特開２００６－５２２０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決するものであって、化粧料に含有させて塗布すると、光の
拡散、反射作用に優れ、つや感のある素肌感を得ることができ、かつ異物感のない滑らか
な使用感を有し、さらにはマスカラ等に使用する際にはボリュームアップ効果も有するこ
とができる異形断面繊維を提供すること及びこのような異形断面繊維を含有するメークア
ップ化粧料を提供することを技術的な課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記のような課題を解決すべく検討した結果、本発明に到達した。
　すなわち、本発明は以下の（１）、（２）を要旨とするものである。
　（１）繊維軸方向に対して垂直に切断した単糸の断面形状が、開口部を有する２個の円
形が少なくとも１点で連結した形状を呈する異形断面繊維であって、２個の円形の開口部
が閉塞することなく連結されており、断面形状における任意の２点を結ぶ最大長が最大径
を有する円形の直径の１．１倍以上であり、かつ最大長が５～１００μｍ、２個の円形と
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もに開口角度が３０～１４０°であり、単糸繊度が１．０～７．０dtexであることを特徴
とする異形断面繊維。
　（２）（１）記載の異形断面繊維を含有するメークアップ化粧料。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の異形断面繊維は、単糸の断面形状が開口部を有する２個の円形が少なくとも１
点で連結した形状を呈しており、曲線部分からなる形状であるため、光を照射すると、光
の拡散、反射作用に優れるとともにぎらぎら感のないソフトな光沢感が得られる。このた
め、化粧料に含有させて塗布すると、つや感のある素肌感を得ることができる。そして、
断面形状が直線部分を有していないため、素肌に塗布した際には異物感のない滑らかな使
用感を有し、仕上がりの美しさも得られるものである。さらには断面形状が２個の円形が
連結した形状であることから、嵩高性を有し、マスカラ等に使用する際にはボリュームア
ップ効果も奏することが可能となる。
【００１３】
　本発明のメークアップ化粧料は、本発明の異形断面繊維を含有するものであるため、つ
や感のある素肌感を得ることができ、素肌に塗布した際には異物感のない滑らかな使用感
を有するファンデーションとなる。また、本発明の異形断面繊維は嵩高性も有するため、
本発明のメークアップ化粧料は、優れたボリュームアップ効果を有するマスカラとするこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明について詳細に説明する。
　本発明の異形断面繊維は、単糸の断面形状が以下に詳述する形状を呈するものであり、
マルチフィラメント、モノフィラメントのいずれでもよい。
【００１５】
　そして、本発明の異形断面繊維は化粧料中に含有させて用いることが好適なものである
。化粧料としては、メークアップ化粧料が好ましく、中でもファンデーション、マスカラ
、アイブロウ等が好適である。
【００１６】
　本発明の異形断面繊維は、単糸を繊維軸方向に対して垂直に切断した断面形状が、開口
部を有する２個の円形が少なくとも１点で連結しており、２個の円形の開口部が閉塞する
ことなく連結されている。
【００１７】
　開口部を有する円形とはＣ型の形状のものであり、２個のＣ型のものが連結しており、
連結部が１点以上のものである。中でも連結部が２点であるものが好ましい。
【００１８】
　本発明の異形断面繊維の単糸の断面形状の実施態様としては、図１の（Ａ）～（Ｆ）の
形状のものが挙げられる。（Ａ）、（Ｂ）、（Ｄ）、（Ｆ）は連結部が２点のものであり
、（Ｃ）、（Ｅ）は連結部が１点のものである。
【００１９】
　そして、連結した形状において、２個の円形の開口部が閉塞することなく連結されてい
る。つまり、図２に示すように開口部端部同士が連結した形状であると、開口部が閉塞さ
れたものとなる。
【００２０】
　本発明の異形断面繊維は、図１に示すような形状であることにより、曲線部のみからな
る複雑な形状となり、嵩高なものとなると同時に、形状の外周面のみならず、開口部端部
、開口部内部でも照射された光が反射する部位が多くなり、光の拡散、反射作用に優れる
。
【００２１】
　そして、本発明の異形断面繊維の断面形状においては、直線部分を有しておらず、曲線
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部のみからなり、曲線部分で光が反射、拡散されることにより、ぎらぎら感が生じず、ソ
フトな光の拡散、反射が得られ、ファンデーション等に含有させると、つや感とともにナ
チュラルな素肌感をも有するものとなる。
【００２２】
　図２に示すような形状であると、嵩高なものとはなるが、照射された光を反射する部位
が外周面のみになり、光の拡散、反射作用に劣るものとなり、つや感やナチュラルな素肌
感を得ることができない。
【００２３】
　さらに、本発明の異形断面繊維は、２個の円形が組み合わさった曲線部分からなる形状
のもので、直線部分を有していないので、素肌に塗布した際には異物感がなく、滑らかな
使用感のものとなり、仕上がりの美しさも得られるものである。
【００２４】
　また、円形が組み合わさった曲線部分のみからなる形状であるため、素肌に塗布した際
にも素肌に接する繊維の面が多くないことから、密着感がなく、隠蔽感も生じないため、
ナチュラルな素肌感を得ることができるものとなる。
【００２５】
　そして、２個の円形の開口角度は３０～１４０°であり、中でも５０～１２０°が好ま
しい。本発明でいう開口角度とは、図３に示すように、円形の中心点Ｏから２つの開口部
端部Ｍ、Ｎに向かって引いた線がなす角度θをいうものである。
【００２６】
　開口角度が３０°未満であると、上記したような光の反射、拡散作用を得ることができ
ず、ファンデーションに含有させた際に、つや感やナチュラルな素肌感を得ることができ
ない。一方、開口角度が１４０°を超えると、開口部が広くなりすぎることから、この繊
維を含有させた化粧料を素肌に塗布すると異物感が生じるものとなる。
【００２７】
　また、本発明の異形断面繊維の断面形状においては、図１（Ａ）～（Ｄ）に示すように
２個の円形の大きさが等しいものであっても、図１（Ｅ）～（Ｆ）に示すように２個の円
形の大きさが異なるものであってもよい。そして、２個の開口部が開口する向きも開口部
を閉塞することがなければ特に限定するものではない。
【００２８】
　本発明の異形断面繊維の断面形状において、中でも２個の円形が連結した形状が線対称
又は点対称であることが好ましい。線対称又は点対称であるとバランスの取れた断面形状
なり、光の反射、拡散をよりバランスのよいソフトなものとすることが可能となり、また
、化粧料中の分散もより均一なものとなり、異物感が少なくなり、使用感や仕上がりも良
好となる。
【００２９】
　さらに、本発明の異形断面繊維は、２個の円形が連結した断面形状において、任意の２
点を結ぶ最大長Ｌが最大径Ｒを有する円形の直径より大きく、かつ最大長Ｌが５～１００
μｍである。
【００３０】
　つまり、本発明においては、嵩高性を有するものとするために、任意の２点を結ぶ最大
長Ｌが最大径Ｒを有する円形の直径の１．１倍以上（Ｌ≧１．１Ｒ）のものとする。図４
に示すような断面形状のものでは、最大長Ｌが最大径Ｒを有する円形の直径と同じ（Ｌ＝
Ｒ）であり、嵩高性に乏しいものとなる。嵩高性と光の反射、拡散効果を考慮すると、中
でも最大長Ｌが最大径Ｒを有する円形の直径の１．２倍以上、さらには１．３倍以上であ
ることが好ましい。
【００３１】
　そして、最大長Ｌは５～１００μｍであり、中でも２０～８０μｍであることが好まし
い。さらに、単糸繊度は１．０～７．０dtex、中でも２．０～６．０dtexであることが好
ましい。
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【００３２】
　断面形状の大きさをこのような範囲のものとすることにより、上記したような嵩高性と
光の反射、拡散効果を良好なものとすることができる。最大長が５μｍ未満であったり、
単糸繊度が１．０dtex未満であると、これらの効果に乏しいものとなり、一方、最大長が
１００μｍを超えたり、単糸繊度が７．０dtexを超えると、素肌に付与した際に異物感の
あるものとなる。
【００３３】
　また、本発明の異形断面繊維は、上記したような形状による嵩高性を有するものとなる
ことで、マスカラに含有させるとロングラッシュ効果やボリュームアップ効果が得られる
ものである。
【００３４】
　本発明の異形断面繊維は、単糸の断面形状の成形性の観点から、熱可塑性樹脂を用いて
溶融紡糸して得られたものであることが好ましい。つまり、本発明の異形断面繊維は、所
望の断面形状を得られるように穿孔した紡糸孔（スリット）を有する紡糸口金を用い、熱
可塑性樹脂を溶融紡糸して得ることが好ましい。
【００３５】
　熱可塑性樹脂としては、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン、ポリオレフィンな
どが挙げられる。中でも肌への刺激がソフトとなるため、ポリアミドを用いることが好ま
しい。
【００３６】
　また、これらの熱可塑性樹脂においては、本発明の効果を損なわない範囲であれば、必
要に応じて、熱安定剤、結晶核剤、艶消剤、顔料、耐候剤、耐光剤、滑剤、酸化防止剤、
抗菌剤、香料、可塑剤、染料、界面活性剤、難燃剤、表面改質剤、各種無機及び有機電解
質、その他類似の添加剤を添加することができる。
【００３７】
　本発明の異形断面繊維は、メークアップ化粧料に含有させる際の繊維の長さは、２０～
１０００μｍが好ましく、中でも１００～５００μｍとすることが好ましい。
【００３８】
　繊維長が２０μｍより短い場合、光の拡散、反射効果やボリュームアップ効果が不十分
となりやすい。一方、繊維長が１０００μｍより長い場合は、塗布時に異物感を感じるも
のとなり、仕上がりの美しさにも劣るものとなりやすい。
【００３９】
　そして、本発明のメークアップ化粧料は、本発明の異形断面繊維を含有するものである
。メークアップ化粧料としては、中でもファンデーション、マスカラ、アイブロウ等が好
ましい。
【００４０】
　これらのメークアップ化粧料には、本発明の異形断面繊維が０．１～１５質量％含有さ
れていることが好ましく、中でも１～１０質量％含有されていることが好ましい。
【００４１】
　本発明のメークアップ化粧料中の本発明の異形断面繊維の含有量が０．１質量％より少
ない場合は、光の拡散、反射効果やボリュームアップ効果が不十分となりやすい。一方、
本発明の異形断面繊維の含有量が１５質量％より多い場合は、塗布時に異物感を感じるも
のとなり、仕上がりの美しさにも劣るものとなりやすい。
【００４２】
　次に、本発明の異形断面繊維の製造方法について一例を用いて説明する。
　熱可塑性樹脂としてナイロン６を用い、通常のエクストルーダー型溶融紡糸装置を用い
、所望の断面形状のものが得られるように紡糸孔を穿孔した紡糸口金を用いて、２５６℃
で溶融紡糸する。紡糸された糸条を冷却、固化した後、一旦巻取り、又は巻き取ることな
く、延伸を行い、必要に応じて延伸時に熱処理を行いながら、巻き取ることにより異形断
面繊維を得る。そして、得られた異形断面繊維は、化粧料中に含有させる際には、ギロチ
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ンカッター等を用いて所望の繊維長にカットして用いる。
【００４３】
　なお、本発明のメークアップ化粧料は、本発明の異形断面繊維を含有するものであるが
、ファンデーション、マスカラ、アイブロウ等においては、ミキサーで混合しながら含有
させることが好ましい。
【実施例】
【００４４】
　次に、本発明を実施例により具体的に説明する。なお、実施例中の各種の値の測定、評
価は次のようにして行った。
〔開口角度、最大長、円形の直径〕
　ニコン社製マイクロフォトＳ光学顕微鏡に顕微鏡写真撮影装置を取り付け、２４本の単
糸について、単糸の横断面形状を撮影し、それぞれの長さや角度を測定し、２４本の平均
値とした。
〔光の反射、拡散効果〕
　得られたファンデーションを用い、同一モデルにメークアップを行い、写真に撮影し、
専門パネラー５名が以下の４段階で評価した。
◎・・・つや感、素肌感が非常に優れている。
○・・・つや感、素肌感に優れている。
△・・・つや感、素肌感にやや優れている。
×・・・つや感、素肌感に劣る。
〔使用感〕
　得られたファンデーション又はマスカラを用い、１０名のモデルにメークアップを行い
、塗布時の異物感の有無について以下の３段階で評価した。
◎・・・異物感を感じないが９名以上。
○・・・異物感を感じないが７～８名。
△・・・異物感を感じないが４～６名。
×・・・異物感を感じないが３名以下。
〔ボリュームアップ感〕
　得られたマスカラを用い、１０名のモデルにメークアップを行い、化粧後のボリューム
アップ感の有無について以下の３段階で評価した。
◎・・・ボリュームアップ感を感じるが９名以上。
○・・・ボリュームアップ感を感じるが７～８名。
△・・・ボリュームアップ感を感じるが４～６名。
×・・・ボリュームアップ感を感じるが３名以下。
【００４５】
実施例１
　相対粘度（９６％硫酸を溶媒とし、濃度１ｇ／ｄｌ、温度２５℃で測定した）３．５０
のポリアミド６に、顔料として赤色２０５号を２０質量％添加し、ブレンドしてマスター
チップを作製した。
　このマスターチップと相対粘度３．５０のナイロン６を質量比１：３９で混合（繊維中
の赤色２０３号の含有量が０．５質量％となるように）し、通常のエクストルーダー型溶
融紡糸装置を使用して溶融紡糸を行った。このとき、単糸の断面形状が図１（Ｃ）の形状
となるようにスリットを穿孔した紡糸口金を用いて、２５６℃で溶融紡糸した。そして、
紡糸された糸条を冷却固化した後、第１ローラ（温度２５℃）の表面速度を３１１１ｍ／
分、第２ローラ（温度１１０ ℃）の表面速度を４２００ｍ／分とし、延伸倍率１．３５
倍で延伸し、速度４０００ｍ／分で巻き取り、６０dtex／２４ｆのマルチフィラメントを
得た。得られたマルチフィラメントの単糸の断面形状は図１（Ｃ）に示すもの（２個の円
形は大きさ、開口角度が同じ）であり、連結部が１点、２個の円形の開口角度が５０°、
最大長が２５μｍ、最大径を有する円形の直径２０μｍ、単糸繊度２．５dtexであった。
　そして、ギロチンカッターを用いてカットし、繊維長４００μｍの短繊維（成分Ａ）と
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し、以下の処方１に示す成分と含有量からなるファンデーションを作製した。このとき、
成分Ｂをヘンシェルミキサーで混合した後、０．９ｍｍ丸穴スクリーンを装着したパルベ
ライザーで粉砕し、その後に成分Ａを加えてヘンシェルミキサーで混合し、さらにヘンシ
ェルミキサーで混合しながら成分Ｃを噴霧してコーティングを行い、ファンデーションを
得た。
【００４６】
〔処方１〕
成分Ａ：ナイロン６短繊維　　　　　　　　　　５質量％
成分Ｂ：シリコーン焼付け処理二酸化チタン　２０質量％
　　　　シリコーン焼付け黄酸化鉄　　　　　　５質量％
　　　　シリコーン焼付けベンガラ　　　　０．５質量％
　　　　シリコーン焼付け群青　　　　　　０．１質量％
　　　　セリサイト　　　　　　　　　　　　３０質量％
　　　　マイカ　　　　　　　　　　　　１９．４質量％
　　　　シリカ　　　　　　　　　　　　　　１０質量％
成分Ｃ：ジメチコン　　　　　　　　　　　　　５質量％
　　　　オレイン酸オクチルドデシル　　　　　５質量％
【００４７】
実施例２～６、比較例１～４
　紡糸口金のスリット形状を変更することにより、単糸の断面形状における開口角度、最
大長、最大径を有する円形の直径、単糸繊度が表１に示すものとなるようにした以外は、
実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得、短繊維にした後、処方１によりファンデ
ーションを得た。
【００４８】
実施例７
　単糸の断面形状が図１（Ａ）の形状となるようにスリットを穿孔した紡糸口金を用いた
以外は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得た。このとき、得られたマルチフィ
ラメントの単糸の断面形状は図１（Ａ）に示すもの（２個の円形は大きさ、開口角度が同
じ）であり、連結部が２点、２個の円形の開口角度が５０°、最大長が３０μｍ、最大径
を有する円形の直径２０μｍ、単糸繊度２．５dtexであった。そして、実施例１と同様に
して短繊維にした後、処方１によりファンデーションを得た。
【００４９】
実施例８～１２、比較例５～８
　紡糸口金のスリット形状を変更することにより、単糸の断面形状における開口角度、最
大長、最大径を有する円形の直径、単糸繊度が表１に示すものとなるようにした以外は、
実施例７と同様にしてマルチフィラメントを得、短繊維にした後、処方１によりファンデ
ーションを得た。
【００５０】
比較例９　
　単糸の断面形状が開口部を有する１個の円形からなるＣ型断面形状となるようにスリッ
トを穿孔した紡糸口金を用いた以外は、実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得た
。このとき、得られたマルチフィラメントの単糸の断面形状はＣ型のものであり、開口角
度が９０°、最大長（直径）が２５μｍ、単糸繊度２．５dtexであった。そして、実施例
１と同様にして短繊維にした後、処方１によりファンデーションを得た。
【００５１】
比較例１０　
　単糸の断面形状が井型断面形状となるようにスリットを穿孔した紡糸口金を用いた以外
は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得た。このとき、得られたマルチフィラメ
ントの単糸の断面形状は井型のものであり、最大長が４０μｍ、単糸繊度２．５dtexであ
った。そして、実施例１と同様にして短繊維にした後、処方１によりファンデーションを
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得た。
【００５２】
参考例１　
　繊維を含有せず、以下の処方２に示す成分と含有量からなるファンデーションを作製し
た。
〔処方２〕
成分Ａ：ナイロン６短繊維　　　　　　　　　　０質量％
成分Ｂ：シリコーン焼付け処理二酸化チタン　２０質量％
　　　　シリコーン焼付け黄酸化鉄　　　　　　５質量％
　　　　シリコーン焼付けベンガラ　　　　０．５質量％
　　　　シリコーン焼付け群青　　　　　　０．１質量％
　　　　セリサイト　　　　　　　　　　　　３０質量％
　　　　マイカ　　　　　　　　　　　　２４．４質量％
　　　　シリカ　　　　　　　　　　　　　　１０質量％
成分Ｃ：ジメチコン　　　　　　　　　　　　　５質量％
　　　　オレイン酸オクチルドデシル　　　　　５質量％
【００５３】
　実施例１～１２、比較例１～１０、参考例１で得られた異形断面繊維、ファンデーショ
ンの評価結果を表１に示す。
【００５４】
【表１】

【００５５】
　表１から明らかなように、実施例１～１２の異形断面繊維は、単糸の断面形状が本発明
の形状を満足するものであったため、これらの異形断面繊維を含有させたファンデーショ
ンは、光の反射、拡散効果に優れ、良好なつや感と自然な素肌感を得ることができ、塗布
時には異物感がなく、滑らかな使用感を有するものであった。
　一方、比較例１、５の異形断面繊維は、開口角度が１５０°であったため、これらの異
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形断面繊維を含有させたファンデーションは、光の反射、拡散効果を有するものの、塗布
時に異物感が感じられた。比較例２、６の異形断面繊維は、開口角度が２０°であったた
め、これらの異形断面繊維を含有させたファンデーションは、塗布時の異物感は感じられ
ないが、光の反射、拡散効果が不十分であり、良好なつや感と自然な素肌感を得ることが
できなかった。比較例３、７の異形断面繊維は、最大長が大きすぎたため、比較例４、８
の異形断面繊維は単糸繊度が大きすぎたため、これらの異形断面繊維を含有させたファン
デーションはいずれも塗布時に異物感が感じられるものであった。また、比較例９の異形
断面繊維はＣ型のものであったため、光の反射、拡散効果が不十分であり、この異形断面
繊維を含有させたファンデーションは良好なつや感と自然な素肌感を得ることができなか
った。比較例１０の異形断面繊維は井型のものであったため、ソフトな光の反射、拡散効
果が得られず、この異形断面繊維を含有させたファンデーションはぎらぎら感のあるもの
となり、良好なつや感と自然な素肌感を得ることができなかった。さらには塗布時に異物
感が感じられるものであった。
【００５６】
実施例１３
　相対粘度３．５０のポリアミド６を通常のエクストルーダー型溶融紡糸装置を使用して
溶融紡糸を行った。このとき、単糸の断面形状が図１（Ｃ）の形状となるようにスリット
を穿孔した紡糸口金を用いて、２５６℃で溶融紡糸した。そして、紡糸された糸条を冷却
固化した後、第１ローラ（温度２５℃）の表面速度を３１１１ｍ／分、第２ローラ（温度
１１０℃）の表面速度を４２００ｍ／分とし、延伸倍率１．３５倍で延伸し、速度４００
０ｍ／分で巻き取り、６０dtex／２４ｆのマルチフィラメントを得た。得られたマルチフ
ィラメントの単糸の断面形状は図１（Ｃ）に示すもの（２個の円形は大きさ、開口角度が
同じ）であり、連結部が１点、２個の円形の開口角度が５０°、最大長が２５μｍ、最大
径を有する円形の直径２０μｍ、単糸繊度２．５dtexであった。
　そして、ギロチンカッターを用いてカットし、繊維長１０００μｍの短繊維（成分D）
とし、以下の処方３に示す成分Ｅと含有量からなるマスカラを得た。
【００５７】
〔処方３〕
成分Ｄ：ナイロン６短繊維　　　　　　　　　　　　５．０質量％
成分Ｅ：ポリアクリル酸エステルエマルジョン　　５０．０質量％
　　　　 ポリメタクリル酸　　　　　　　　　　　　２．０質量％
　　　　 トリエタノールアミン　　　　　　　　　　２．５質量％
　　　　 ブチレングリコール　　　　　　　　　　　３．０質量％
　 　　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　０．５質量％
　　　　 防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２質量％
　　　　 シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０質量％
　　　　 顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０質量％
　　　　　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１質量％
　　　　 精製水　　　　　　　　　　　　　　　　３３．７質量％
【００５８】
実施例１４～１８、比較例１１～１３
　紡糸口金のスリット形状を変更することにより、単糸の断面形状における開口角度、最
大長、最大径を有する円形の直径、単糸繊度が表２に示すものとなるようにした以外は、
実施例１３と同様にしてマルチフィラメントを得、短繊維にした後、処方３によりマスカ
ラを得た。
【００５９】
比較例１４　
　単糸の断面形状が開口部を有する１個の円形からなるＣ型断面形状となるようにスリッ
トを穿孔した紡糸口金を用いた以外は、実施例１３と同様にしてマルチフィラメントを得
た。このとき、得られたマルチフィラメントの単糸の断面形状はＣ型のものであり、開口



(10) JP 5138564 B2 2013.2.6

10

20

30

40

角度が９０°、最大長（直径）が２５μｍ、単糸繊度２．５dtexであった。そして、実施
例１３と同様にして短繊維にした後、処方３によりマスカラを得た。
【００６０】
比較例１５　
　単糸の断面形状が井型断面形状となるようにスリットを穿孔した紡糸口金を用いた以外
は実施例１３と同様にしてマルチフィラメントを得た。このとき、得られたマルチフィラ
メントの単糸の断面形状は井型のものであり、最大長が４０μｍ、単糸繊度２．５dtexで
あった。そして、実施例１３と同様にして短繊維にした後、処方３によりマスカラを得た
。
【００６１】
【表２】

【００６２】
　表２から明らかなように、実施例１３～１８の異形断面繊維は、単糸の断面形状が本発
明の形状を満足するものであったため、これらの異形断面繊維を含有させたマスカラは、
ボリュームアップ効果に優れ、塗布時には異物感がなく、滑らかな使用感を有するもので
あった。
　一方、比較例１１の異形断面繊維は、開口角度が１５０°であったため、この異形断面
繊維を含有させたマスカラは、塗布時に異物感が感じられるものであった。比較例１２の
異形断面繊維は、最大長が大きすぎたため、比較例１３の異形断面繊維は単糸繊度が大き
すぎたため、これらの異形断面繊維を含有させたマスカラは、塗布時に異物感が感じられ
るものであった。また、比較例１４の異形断面繊維はＣ型のものであったため、この異形
断面繊維を含有させたマスカラは、ボリュームアップ効果が不十分なものであった。比較
例１５の異形断面繊維は井型のものであったため、この異形断面繊維を含有させたマスカ
ラはボリュームアップ効果が不十分で、異物感も感じるものであった。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の異形断面繊維の単糸の断面形状の実施態様を示す模式図である。
【図２】本発明以外の異形断面繊維の単糸の断面形状の実施態様を示す模式図である。
【図３】本発明の異形断面繊維の開口角度を示す説明図である。
【図４】本発明以外の異形断面繊維の単糸の断面形状の実施態様を示す模式図である。
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